
2021年4月1日

厚生労働省 九州厚生局

地域共生社会推進室

福祉部局の居住支援の取り組みについて



１．高齢者の居住支援
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯数

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25（2013））年1月推計）」より作成

〇 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計
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〇 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働
科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

認知症高齢者の状況

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)
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出典 第１号被保険者数、要支援・要介護認定者数、施設等利用者数、認知症GH利用者数は介護保険事業状況報告（平成29年6月末現在、暫定版）

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の利用者数は、厚労省調べの定員数（平成29年6月末現在 ）、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの
登録戸数（平成29年6月末現在 ）、平成29年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」（平成30年3月 株式会社野村総合
研究所）から推計

◯ 高齢者の９割以上は在宅

→ 第１号被保険者 3,452 万人のうち 3,354 万人（97%）が在宅（居住系サービスを含む）

◯ 要介護の高齢者も約８割が在宅

→ 要介護認定者 637 万人のうち 539 万人 （85%）が在宅介護（居住系サービスを含む）

認定の有無

高齢者の住まいの現状

第１号被保険者数
3,452万人

要支援・要介護認定者数
637万人

要支援・要介護認定者

要支援・要介護認定者以外の者

（82%）

（19%）
（3%）

（3%）

（7%）

（71%）

施設等

有料老人ホーム

在宅

施設等
（3%）

在宅・居住系サービス 3,354（97%） 在宅・居住系サービス

（15%）

（85%）

認知症GH

サービス付き高齢者向け住宅

※施設等は介護３施設の利用者数の合計居住の場
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サ付き

23
万人

賃貸住宅 1,852万戸 持家 3,217万戸

公的賃貸住宅

公的主体が供給
民間事業者等

を助成

公営住宅

196万戸

機構
公社

92万戸

単身 48万戸
夫婦 22万戸

単身 17万戸
夫婦 9.5万戸

高優賃等※

4.2万戸

民賃
単身 122万戸
夫婦 43万戸

持家（高齢者単身362万世帯＋高齢者夫婦510万世帯）

872万世帯

特養

54
万床

老健

37
万床

介護
療養
5.3
万床

有料

51
万人

軽費

9.4
万人

養護

6.4
万人

GH

19
万人

住宅

施設

賃貸 所有

※ 高優賃等： 高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始戸数及び
高齢者専用賃貸住宅の登録戸数

出典）
総務省「平成25年住宅・土地統計調査」
特優賃（平成28年度）・高優賃等（平成28年度）（国土交通省調べ）
特養・老健・介護療養・GH（H29介護サービス施設・事業所調査）
・軽費・養護（H29社会福祉施設等調査）
有料老人ホーム（H30.6時点、厚生労働省調べ）
サ付き（H30.6時点、サービス付き住宅情報提供システム）

高齢者の居住状況

特優賃

9.4万戸262万世帯

205万人

65歳以上の
高齢者単身・夫婦世帯の生活空間
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要配慮者に対する入居制限の状況・理由と必要な居住支援策

世帯
属性

入居制限の
状況

入居制限の理由
（複数回答）

必要な居住支援策（複数回答）
●50％以上 ◎40～49％ ○30～39％

制限
して
いる

条件
付きで
制限
している

第１位
（％）

第２位
（％）

入居を
拒まない
物件の
情報発信

家賃債務
保証の
情報提供

契約
手続きの
サポート

見守りや
生活
支援

入居
トラブルの
相談対応

金銭・
財産
管理

死亡時の
残存家財
処理

高齢単身
世帯

5％ 39％
孤独死などの

不安(82％)
保証人がいない、
保証会社の審査に

通らない (43％)

◎
(49％)

●
(61％)

●
(61％)

高齢者
のみの
世帯

3％ 35％
孤独死などの

不安 (60％)
保証人がいない

（46％）
○

(32％)
◎
(48％)

●
(58％)

●
(50％)

障がい者
のいる
世帯

4％ 35％
近隣住民との
協調性に不安

（52％）

衛生面や火災等の

不安 （28％） ◎
(42%)

○
(32%)

●
(60％)

◎
(48％)

低額所得
世帯

7％ 42％
家賃の支払いに

不安 (69％)
保証会社の審査に

通らない(54％)
○
(37％)

●
(61％)

○
(31％)

○
(38％)

○
(37%)

ひとり親
世帯

1％ 14％
家賃の支払いに

不安(50％)
保証会社の審査に

通らない(42％)
○

(37%)
●
(52％)

◎
(42％)

○
(35％)

子育て
世帯

1％ 9％
近隣住民との協
調性に不安

（40％）

家賃の支払いに

不安 (34％)
○

(38%)
◎
(43％)

○
(33％)

◎
(47％)

外国人
世帯

10％ 48％
異なる習慣や
言語への不安

（68％）

近隣住民との協調

性に不安(59％) ◎
(43％)

◎
(45％)

◎
(44％)

●
(76％)

国土交通省住宅建設事業調査「住宅確保要配慮者の居住に関する実態把握及び継続的な居住支援活動等の手法に関する調査・検討業務報告書」（令和2年3月）より

全国の不動産関係団体等会員事業者へアンケート調査（令和元年度実施、回答数１，９８８件）
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新たな住宅セーフティネット制度の創設の背景（Ｈ29法改正時）

・高齢者の単身世帯が大幅増
（H27）601万世帯 →（R7）701万世帯

・若年層の収入はピーク時から１割減
【30歳代給与】（H9）474万円 →（H27）416万円

・子どもを増やせない若年夫婦
【理想の子ども数を持たない理由】

－ 家が狭いから：16.0％

・特にひとり親世帯は低収入
【H26年収】ひとり親 296万円

⇔ 夫婦子育て世帯 688万円

・家賃滞納等への不安から入居拒否

生活保護受給者

高齢者のみの世帯

ひとり親世帯

単身の高齢者 65％

60％

55％

14％ H26 民間調査

【大家の入居拒否感】

・総人口が減少する中で公営住宅の大幅
増は見込めない
【管理戸数】
（H17）219万戸 →（H26）216万戸

・民間の空き家・空き室は増加傾向
（H15）659万戸 →（H25）820万戸

空き家・空き室を活用し、住宅セーフティネット機能を強化

住宅確保要配慮者の状況 住宅ストックの状況

【空き家・空き室の現状】

二次的住宅
5.0％（41万戸）

その他の住宅
38.8％（318万戸）

売却用の住宅
3.8％（31万戸）

約820
万戸

うち耐震性
等があり
駅から１㎞
以内の住宅

４８万戸

うち耐震性
等があり
駅から１㎞
以内の住宅

１３７万戸

賃貸用の住宅
52.4％（429万戸）
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の概要

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を拒まない住宅
（登録住宅(セーフティネット住宅)）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

・家賃債務
保証料補助 等

・家賃債務
保証保険

（住宅金融支援機構） 9



新たな住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）について

目標① 新たな日常、DXの推進等
目標② 安全な住宅・住宅地の形成等

目標③ 子どもを産み育てやすい住まい
目標④ 高齢者等が安心して暮らせるコ

ミュニティ等
目標⑤ セーフティネット機能の整備

目標⑥ 住宅環境システムの構築等
目標⑦ 空き家の管理・除却・利活用
目標⑧ 住生活産業の発展

目標5 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備

（１）住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害者、外国人等）の住まいの確保
（基本的な施策）
○住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の計画的な建替え等や、バリアフリー化や長寿命化等のス

トック改善の推進
○緊急的な状況にも対応できるセーフティネット登録住宅の活用を推進

地方公共団体のニーズに応じた家賃低廉化の推進
○UR賃貸住宅については、現行制度となる以前からの継続居住者等の居住の安定に配慮し、地域の実情に応じ

て公営住宅等の住宅セーフティネットの中心的役割を補う機能も果たしてきており、多様な世帯のニーズに応
じた賃貸住宅の提供を進めるとともに、ストック再生を推進し、多様な世帯が安心して住み続けられる環境を
整備

（２）福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居・生活支援
（基本的な施策）
○住宅・福祉部局の一体的・ワンストップ対応による公営住宅・セーフティネット登録住宅や、生活困窮者自立

支援、生活保護等に関する生活相談・支援体制の確保
○地方公共団体と居住支援協議会等が連携して、孤独・孤立対策の観点も踏まえ、住宅確保要配慮者に対する入

居時のマッチング・相談、入居中の見守り・緊急対応等の実施
○賃借人の死亡時に残置物を処理できるよう契約条項を普及啓発

多言語の入居手続に関する資料等を内容とするガイドライン等を周知

１「社会環境変化」の視点 ２「居住者・コミュニティ」の視点
３「住宅ストック・産業」の

視点
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＜大家の不安＞

事
故
や
騒
音
等
の
ト
ラ
ブ
ル

家
賃
滞
納

孤
独
死
等

＜対応策＞

○居住支援法人の指定の促進による居住支援の推進 【国】

・補助金による財政的支援に加え、指定手続きや指定後の活動についてフォローする支援事業を立ち上げること
等により指定を促進する

○高齢者等の居住と生活の一体的な支援の横展開 【厚】

・以下の様な好事例の横展開を図る（地域支援事業、社会福祉法人の社会貢献活動）

※介護保険の保険者機能強化推進交付金により市町村の取組を後押し（予定）

（例１）社会福祉法人が不動産関係団体と連携し、高齢者等の入居支援と、入居後の見守りサービスを提供

（例２）空き家やアパートのサブリースの活用により、安定的な家賃収入を確保し、居住と生活支援を一体的提供

○生活困窮者や被保護者の居宅移行支援 【厚】

・一時生活支援事業の拡充により、訪問により見守り等の生活支援を行う地域居住支援事業を実施

・被保護者の無低等からの居宅移行や転居後の定着支援を一体的に実施する事業を創設

○障害者の地域生活支援 【厚】

・ 障害者支援施設に入所等している障害者に住居の確保等の支援を行う「地域移行支援」、地域でのひとり暮ら
し等に移行した障害者に定期の訪問や随時の相談対応を行う「自立生活援助」、常時の連絡体制を確保し、緊急
時に必要な支援を行う「地域定着支援」により障害者の地域生活支援を促進

○地域共生社会の推進（次期通常国会に法案を提出予定） 【厚】

・市町村において地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、断らな
い相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設→参加支援の中で、居住支援
として見守り等の支援を推進

見守りなどの居住支援の推進

○残置物の円滑な処理に関連する制度等の周知等 【国等】

・終身建物賃貸借制度（※）や残置物の円滑な処理に関連する制度・サービスをわかりやすく紹介した「《大家さん
のための》単身入居者の受入れガイド」（国土交通省作成・法務省協力（H31.3））について、さらなる周知・情報提供を行う
。

※賃貸借契約が賃借人の死亡と同時に終了。ただし、残置物の所有権には影響しない

・更なる対応について引き続き関係省庁で検討

単身入居者の死亡時の対応

家賃支払いの確保

○住宅扶助代理納付の活用 【厚】

・家賃滞納者、公営住宅、セーフティネット住宅に入居する生活保護受給者の住宅扶助について、代理納付を「
原則化」する

○登録家賃債務保証業者の活用 【国】

・家賃債務保証業者の登録制度の一層の周知を図るとともに、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を普及
することにより、登録家賃債務保証業者の活用を促進する

安心して地域で暮らせる住まいと支援の確保策

福
祉
、
住
宅
そ
の
他
の
行
政
の
連
携
強
化

○
各
省
連
絡
協
議
会
の
拡
充

【
厚
国
等
】

・
厚
労
省
・国
交
省
の
局
長
級
に
よ
る
連
絡
協
議
会
に
つ
い
て
、
法
務
省
の
他
、
各
関
係
団
体
を
構
成
員
に
加
え
る
改
組
を
行
い
、
住

ま
い
支
援
に
つ
い
て
各
分
野
の
よ
り
一
層
の
緊
密
な
連
携
を
図
る

○
市
町
村
居
住
支
援
協
議
会
の
設
立
促
進

【
国
】

・
居
住
支
援
協
議
会
の
設
立
に
意
欲
の
あ
る
市
町
村
に
対
す
る
有
識
者
派
遣
・
情
報
提
供
な
ど
に
よ
る
伴
走
支
援
や
、
都
道
府
県
に

よ
る

意
欲
あ
る
市
町
村
の
掘
り
起
こ
し
支
援
を
実
施
す
る

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
住
宅
の
登
録
促
進

○

登
録
手
数
料
の
無
料
化
・
減
免
の
推
進
や
登
録
手
続
き
の
簡
素
化
に
加
え
、
制
度
の
一
層
の
周
知
を
図
り
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

住
宅
の
登
録
を
更
に
促
進
す
る

【国
】

令和2年1月16日厚生労働省・国土交通省

高齢者単身又は高齢者のみ世帯、障害者のいる世帯や低所得世帯等が安心して地域で暮らしていくため、大家の抱える不安に対応する既存の施策・令和2年度
予算案等での施策を本日時点で整理したもの。今後、新規施策等に応じて改訂していく。

安
心
し
て
地
域
で
暮
ら
せ
る
住
ま
い
と
支
援
の
確
保

＜目的＞
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＜厚生労働省＞

社会・援護局長

障害保健福祉部長

老健局長

子ども家庭局長

＜国土交通省＞

住宅局長

＜法務省＞

矯正局長

保護局長

＜福祉関係＞

・全国社会福祉協議会

・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク

・特定非営利活動法人ホームレス支援全国ネットワーク

・特定非営利活動法人日本相談支援専門協会（障害者関係）

・公益社団法人全国老人福祉施設協議会

・全国児童養護施設協議会

・全国母子寡婦福祉団体協議会（ひとり親関係）

・一般社団法人全国地域生活定着支援センター協議会
（矯正施設退所者関係）

＜住宅・不動産関係＞

・一般社団法人全国居住支援法人協議会

・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会（日管協）

・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協）

・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会（全宅連）

・公益社団法人全日本不動産協会（全日）

＜矯正・保護関係＞

・更生保護法人全国更生保護法人連盟

・認定特定非営利活動法人全国就労支援事業者機構

住まい支援の連携強化のための連絡協議会

○第１回連絡協議会（令和２年８月３日）

・各省より、施策の現状・課題等について報告
・関係団体より、現状・取組等について報告
・地方支分部局等のブロック単位での連携体制構築 等

○第２回連絡協議会（令和３年６月22日）
・各関係団体・各省各局からの報告・意見交換
・ワーキンググループの設置について 等

○生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保

や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等のより一層の緊密な連携を図る

ため、厚生労働省と国土交通省、法務省の関係局及び各関係団体による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置。

構成員

議題

12

※平成28年度～平成30年度において、厚生労働省及び国土交通省の局長級を構成員とする
「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」を計５回開催



「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の概要（平成26～28年度）

１．事業概要
自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産高齢者等を対象に、社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域連携・

協働のネットワークを構築し、

➀既存の空家等を活用した住まいの確保を支援するとともに、 ➁日常的な相談等（生活支援）や見守りにより、

高齢者等が住み慣れた地域において継続的に安心して暮らせるよう体制を整備する事業に対して助成を行う。

２．実施主体 市区町村（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等への委託可能）

家主

地域住民

病院

不動産仲介業者
空き家・空き部
屋の活用 地

域
連
携
・
協
働
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

団地

戸建て

地域ごとに互助
（互いの見守り）

相談援助や見守り

社会福祉法人
・NPO法人等

①住まいの確保支援

事業実施主体
（社会福祉法人
・NPO法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所
住宅情報の提供・相談・入居支援

地域支援
の拠点

②生活支援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族がいない、社会
的なつながりによる支援が乏しい、心
身の状況の低下により、居住の継続が
困難等

■本事業の取組結果については、下記の高齢者住宅財団ホームページに掲載
http://www.koujuuzai.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/h30report.pdf

※平成26年度以降、15自治体が実施
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北海道本別町（H26～）

岩手県雫石町（H26～）

福岡県福岡市（H26～）

奈良県天理市（H26～）

京都府京都市（H26～）

神奈川県川崎市（H26～）

大分県豊後大野市（H26～）

神奈川県横浜市（H26～）

モデル事業の実施状況について

福岡県うきは市（H27～）

宮城県岩沼市（H27～）

秋田県横手市（H27～）

埼玉県和光市（H27～）

福岡県大牟田市（H28～）

静岡県浜松市（H28～）

栃木県栃木市（H28～）

○平成２６年度以降、１５自治体がモデル事業を実施。
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・ 平成２６年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行ってきたが、平成２９年度以降は、各地域

で行われている先進的・効果的な取組について、地域支援事業を始め、様々な方策を活用等しながら全国展開を図っ

ていく。

・ 具体的には、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居に係る支援

等の内容をより明確にした上で、事業の拡充を行ったところ。

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス（配食等）

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

任意事業
○介護給付費適正化事業

○家族介護支援事業

○その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険制度

カ 地域自立生活支援事業
次の①から④までに掲げる高齢者の地域における自立
した生活を継続させるための事業を実施する。

① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
空き家等の民間賃貸住宅や、高齢者の生活特性に配
慮した公的賃貸住宅（シルバーハウジング）、サービ
ス付き高齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合
住宅等への高齢者の円滑な入居を進められるよう、こ
れらの住宅に関する情報提供、入居に関する相談及び
助言並びに不動産関係団体等との連携による入居支援
等を実施するとともに、これらの住宅の入居者を対象
に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時
の対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣
し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築する
等、地域の実情に応じた、高齢者の安心な住まいを確
保するための事業を行う。

平成29年度から「地域支援事業の実施について」（実
施要綱）を改正

【財源構成】

国 38.5%

都道府県 19.25%

市町村 19.25%

1号保険料 23%

【財源構成】

国 25%

都道府県 12.5%

市町村 12.5%

1号保険料 23%

2号保険料 27%

地域支援事業等の活用による全国展開
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厚労省職員や有識者等を派遣し、事業実施に至る前の検討段階における助言や関係者との調整等の支援の実施。

① 事業の実施に向けた意見交換、課題に対する検討及びアドバイス
具体の事業の実施に向けて、事前に実施すべき実態の把握や、それを踏まえた取組の方向性等についての意見交換、課
題に対する検討等の実施にあたって、有識者や、厚生労働省職員、国土交通省職員等を派遣し、アドバイスや事業関係
者の調整等を実施。

② 制度や取組の事例、パンフレット等の周知
課題を踏まえた取組の事例等について周知
（本事業においては、事業の検討過程にも着目し、課題把握や取組に至った事例について、経緯等を含めて整理し、事
業の検討にあたって実用的なパンフレット等作成を想定）

③ 第１線で活動されている行政職員・有識者の紹介
①の実施にあたって、必要に応じて既に取組を実施している自治体の職員や制度創設に関わった有識者等を紹介。

国（公募により民間に委託）

○自治体における課題の顕在化

高齢者が大家から入居を断られ
て、居住確保が困難な状況 等

○地域の実情を踏まえた対応方策の検討
・相談対応、不動産店への同行
・社会福祉法人による見守り 等

・実態把握
・関係者との調整
・事業の具体化の検討

○事業の実施

○ 高齢者の住まいの確保と生活支援を進めるため、平成26年度から、「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を実施
し、住まいの確保支援（住宅情報の提供・相談対応等）や生活支援（見守り等）に係る費用に対する助成を行い、平成29年度
以降は、同様の取組に対して地域支援事業交付金により支援ができるようにしているところ。

○ 一方、地域支援事業により、モデル事業と同様の取組を実施している自治体が非常に少なく、その理由として、取組の実施
にあたり、自治体内（住宅部局と福祉部局等）の調整や社会福祉法人・不動産業者等との調整など、関係者が多岐にわたるこ
と等から、検討が進まないとの意見があるところ。

○ このため、有識者や厚労省職員等を派遣し、事業実施に至る前の検討段階おける助言や関係者との調整を行うことで、事業
の実施に結びつけていくことを目的として、本事業を実施する。

１．目的

高齢者住まい・生活支援伴走支援事業

＜自治体における検討の流れ＞

３．実施主体

２．事業内容

支援

令和３年度予算
23,540千円【新規】

見守り等にかか
る費用を「地域
支援事業交付
金」により支援。

※以前は「低所得
高齢者等住まい・
生活支援モデル事
業」として支援。

支援
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２．地域共生の居住支援



生活困窮者自立支援制度の概要

◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労
の場の育成（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等

が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改善
の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び就
労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国906福祉事務所設置自治体で1,371機関（令
和３年４月時点）

〈対個人〉
・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点として機能
・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
※就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能の明確化 （R2）
（就労準備支援事業を１年を超えて利用できるケースの明確化（省令改正））（事項）

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供シェルター等
利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問による見守りや生活支援

・地域居住支援事業における居住支援法人との連携強化（事項）

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載しているが、これ以外に様々な支
援（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
◇就労準備支援事業等の実施体制の整備促進 （国費１０/１０） 等

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

◆福祉事務所未設置町村による相談の実施
・希望する町村において、一次的な相談等を実施

国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業

・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を

越えたネットワークづくり等を実施

◇都道府県による企業開拓
・ 就労体験や訓練を受け入れる企業等の開拓・マッチング

国費１／２

再就職のため居住
の確保が必要な者

国費２／３

H29年度予算：400億円 H30年度予算：432億円
H31年度予算：438億円 R２年度予算：487億円

◇アウトリーチ等の充実
ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁寧な支援を必要

とする方に対するアウトリーチなど、自立相談支援機関にお

ける機能強化
国費10/10

国費10/10

農業分野等との連携強化

事業

就労体験や訓練の場

の情報収集・マッチング

のモデル事業（国事業）

R3年度予算：550億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む

18



住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給

【事業スキーム】

【実施主体】 都道府県・市・区等（福祉事務所設置自治体、９０６自治体）

【補 助 率】 ３／４

【支給対象者】 ①離職・廃業後２年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

※令和2年4月20日省令改正により支給対象者を拡大

【支給要件】 ・収入要件：世帯収入合計額が①と②の合計額を超えないこと。

① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12

② 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の収入要件（目安）：単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

・資産要件：世帯の預貯金の合計額が上記①の６月分を超えないこと（但し100万円を超えない額）

※東京都特別区の資産要件（目安）：単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

・求職活動等要件：公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

【支 給 額】 家賃額（但し住宅扶助特別基準額を上限とする）

※東京都特別区の支給額（目安）：単身世帯：53,700円、２人世帯：64,000円、３人世帯：69,800円

【支給期間】 原則３か月（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

【支給方法】 賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付

申請者

都道府県・市・区等

相談・申請

支給（代理納付）

生活困窮者
自立相談支援機関（※）

申請書等送付

賃貸人等

建物賃貸借契約
決定通知書等決定通知書等

※住宅、仕事、生活などの相談窓口。自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）で運営。全国906福祉事務所設置自治体で1,317箇所の設置

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居
確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援する。

【支給対象者】②による受給者については、
再延長期間（～９か月目）までは求職の
申込は求めない
【求職活動】当分の間、地方公共団体が
設ける公的な無料職業紹介の窓口への
求職申込みも可能

令和２年度に新規に申請し、受給を開
始した者については、特例として、最長
１２か月まで再々延長が可能

１０か月目以降の延長を申請しようとする場
合は、３月分を超えないこと（但し、50万円を
超えない額）とする

令和４年３月末までの申請について、特例として、
解雇以外の休業等に伴う収入減少等の場合でも、
３か月間の再支給が可能

令和４年３月末までの申請について、特例として、
職業訓練受講給付金（月10万円）との併給を可能とする。

令和３年度当初予算額 負担金（298 億円）の内数
令和３年度補正予算額 100 億円
令和４年度当初予算額（案） 負担金（301 億円）の内数
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住居確保給付金の支給実績の年度別推移（平成27年度～令和２年度）

7,021 5,463 4,287 4,434 4,270 

153,007 

6,613 5,095 4,109 4,172 3,972 

134,946 

4,794 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

新規相談件数 新規決定件数 再支給決定件数

（件）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

支給済額 8.7億円 8.2億円 6.3億円 6億円 5.8億円 306.2億円

○ 支給決定件数について、平成２７年度～令和元年度は、4,000～7,000件で推移していたが、令和２年度は

新型コロナウイルス感染症の影響等により、約135,000件に急増し、多くの生活困窮者に活用された。

約34倍
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9,655 

44,613 

31,296 

14,377 
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5,927 
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新規申請件数 新規決定件数 再支給決定件数

（件）

令和２年度 令和３年度

※件数・金額については、速報値のため変動する可能性があります。（参考）令和元年度の決定件数：３，９７２件 21

Ｒ２～Ｒ３住居確保給付金の申請・決定件数の推移

令和２年度
累計

令和３年４月
～令和３年１０月

累計

令和２年度
及び令和３年度

合計

新規申請件数 153,007件 41,473件 194,480件

新規決定件数 134,946件 31,346件 166,292件

再支給決定件数 4,794件 23,121件 27,915件

支給済額 306.2億円 132.2億円 438.4億円



住居確保給付金の利用状況

○ 住居確保給付金の利用者については、休業等の者が63.6%、離職・廃業等の者は36.4%となっている。また、住居喪失のお
それのある者（現に賃貸住宅等に居住している者）が約99.6％となっている。

○ 令和２年度の利用者について、年齢別では30～39歳が最も多くなっており、令和元年度において対象外であった65歳以上
も計7.4％利用している。世帯構成は、令和２年度において、令和元年度と比べて２人世帯、３人以上の世帯がやや増加し
た。

※集計結果は精査中（一部未提出の自治体もある）
22



ネットカフェ
サウナ等

路上、
河川敷

等

友人宅
等 一時生活支援事業

〈当面の日常生活支援〉

就労準備支援事業

家計改善支援事業

就労訓練事業

自立相談支援事業
〈プランの作成・相談支援〉

一
般
就
労
に
よ
る
自
立
等

生活保護等

＊自立支援センターによってはあわせて実施

安
定
し
た
居
住
の
確
保

巡回相談・
訪問指導 自立相談支援機関

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター

生活困窮者一時宿泊施設
（シェルター）

○ 一時生活支援事業は、各自治体においてホームレス対策事業として実施してきた、生活困窮者・ホームレス自立支援センター及び生活困窮者一時宿泊施設（シェルター）の運用
を踏まえ、これを制度化したものである。
○ 福祉事務所設置自治体は、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、原則３ヶ月間（最大で６ヶ月間）に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施。
※ 自立相談支援機関の相談員が必要に応じて支援を実施（自立支援センターの相談員は自立相談支援機関から配置）。
○ 改正法において、シェルター等を退所した者や、居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した状態にある低所得者に対して、一定期間（１年間）、訪問による見守りや
生活支援等日常生活を営むのに必要な支援を追加することにより「居住支援」を強化し、「一時生活支援事業」に「地域居住支援事業」を追加し強化（平成31年４月施行）。

事業の概要

一時生活支援事業について

生活困窮者自立支援法による支援

地域居住支援事業（平成３１年４月施行）

①居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
・地域とのつながり促進支援 等

②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等

③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家

賃の物件情報の収集
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産

事業者等の情報収集

住居に不安を抱えた
生活困窮者

福 祉 事 務 所

【令和２年度実績（一時生活支援事業）】
・304自治体（34％）
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一時生活支援事業の実施状況

実施状況

全国実施割合 32%

57自治体

176自治体

（20%）

229自治体

（25%）

258自治体

（29%）

281自治体

（31%）

287自治体

（32％）

304自治体

（34%）

0
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平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

（自治体数）

実施自治体の推移

都道府県別の実施状況

（人）

※ホームレスの実態に関する全国調査（概
数調査）結果（厚生労働省社会・援護局地
域福祉課生活困窮者自立支援室）より

25,296 

16,018 

9,576 
8,265 7,508 6,541 6,235 5,534 4,977 4,555 3,992 3,824 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ホームレス数の推移

○ 一時生活支援事業の実施率は全国で約３割程度であり、人口規模が小さいほど実施していない傾向にある。また、

ホームレス数は毎年徐々に減少しているものの、依然として約４千人のホームレスが確認されている。
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未実施自治体の人口規模別（n= 3 7 8）
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（出典）厚生労働省調べ「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和元年度事業実績調査」及び令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者等に対する居住支援の対象者像及び状態に応じた支援等に関する研究事業」



法定事業の利用状況と支援効果：一時生活支援事業
○ 一時生活支援事業については、他の事業に比べ実施率が低調ではあるものの実施率は着実に増加してお

り、65％の退所者が退所後に就職や福祉等の措置の利用に結びついている。
○ 平成30年改正で創設した地域居住支援事業については、実施自治体数が19にとどまっている。実施に当

たっての課題としては、「対象となる利用者がいない」を挙げた自治体が半数以上にのぼった。

実施自治体 304自治体（R２年度）

利用件数（延べ数） 12,256件（R２年度速報値）

地域居住支援事業（※）の
実施自治体数：19自治体（R3協議書提出自治体）

25.2%

39.8%3.5%

21.5%

10.0%

退所者の状況

就職による退所

福祉等の措置による退所

期限の到来

規則違反、無断退所等

その他

【事業の効果】

・ 社会的孤立状態の防止ができるようになった

・ 就労に向けて効果的な支援ができた

・ 地域の大家・不動産事業者の遊休資源の活用につながった

【実施にあたっての課題】

・ 対象となる利用者がいない（54.8％）

・ 居住支援関係機関（宅地建物取引業者、家主、居住支援法

人、居住支援協議会等）との連携が取れていない（25.2％）

・ 地域に保証人や緊急連絡先が不要な物件や低廉な家賃の物

件がない（24.5％）

・ 地域住民を含めた見守りのネットワークが構築できていな

い（23.5％）

※ 令和元年度事業実績調査

※ 令和２年度社会福祉推進事業「生活困窮者自立支援制度の実施状況の把握・
分析等に関する調査研究事業報告書」（北海道総合研究調査会）より引用。 25

（※）シェルター等を利用していた者、居住に困難を抱える人であって地域社

会から孤立している者に対して、一定期間、訪問による見守りや生活支援等

日常生活を営むのに必要な支援を実施する事業（ H30年改正により一時生活

支援事業を拡充して創設）。



不安定居住者に係る支援情報サイト及び総合相談窓口の設置

○ 住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者には、路上等で生活するホームレスのほか、終夜営業店舗や知人宅
等で寝泊まりする不安定な居住環境にある者が含まれる

○ そうした不安定居住者においては、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や一時生活支援事業、住居
確保給付金といった各自治体が実施している支援等につなげることが重要である。

○ このため、住まいに困窮する方に対する支援情報サイトを開設するとともに電話やメールによる総合相談窓口を設
置し、各支援策の情報提供、地域の自治体の相談窓口等への案内、不安定居住者の実態把握のためのデータベース作
成等を行う。

◇ 人件費、通信費、賃借料、消耗品費、情報サイトの開設費用、運用・保守等対象経費 委託費

○ 住居を失った又はそのおそれのある方が支援につな
がるため、生活困窮者自立支援制度における居住
支援事業や地域の自治体の相談窓口などを分かり
やすく紹介した情報サイトの開設・運営等による情
報発信を行う。

○ 電話相談窓口を設置し、住まいに困窮している方
からの相談を電話やメール等で受け、各支援制度
の紹介や助言等を行うほか、相談者が所在する自
治体の相談窓口等につなぐ。

○ 相談内容のデータベース化や情報サイトを活用した
アンケートの実施等により、不安定居住者の実態把
握を行う。

事業内容 事業イメージ
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Ｒ３新規事業
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３．九州厚生局の取り組み



１ 居住支援（国土交通省九州地方整備局との連携）

九州地方整備局と共同で、自治体（市町村）の福祉分野と住宅分野の職員と共に各分野が持つ資源や情報力の
有効活用を検討し、自治体における実効性のある具体的な連携政策を創ることへの支援を行う。

※ 平成30年10月から、九州地方整備局と共同で「地域包括ケア等×住宅建築ストック政策クラフトチーム」を開催しており、

管内５市町が参加。（令和2年度より休止中）

２ 移動支援（国土交通省九州運輸局との連携）

自治体（各県）を通じて、移動手段の確保に課題を抱えている事業者（高齢者や生活困窮者の通いの場、障害
者の就労継続支援事業所などの実施主体）を把握し、九州運輸局と連携し、当該地域の交通事業者に協力の可能
性等の検討の要請や両省の関連施策等を活用した支援策の検討を行う。

３ 農福連携支援（農林水産省九州農政局との連携）

福祉関係事業者（農業への取組を検討している障害者就労継続支援事業所等、生活困窮者支援事業所や高齢者
の生きがいづくり事業を実施している団体などの実施主体）から、九州農政局と共同でヒアリングを行い、実施
可能性やその方法を検討し、地域のJA等に対して協力できる農家等の調査を依頼するとともに、両省の関連施策
等を活用した支援策の検討を行う。

※ 農林水産省では、平成29年度から、農山漁村振興交付金に農福連携対策が創設されており、これまで管内９団体を支援。

また、厚生労働省では、平成28年度から、「農福連携による就農促進プロジェクト」に係る都道府県に対する補助金が創設
されており、これまで管内全県を支援。

４ ICT利活用支援（総務省九州総合通信局、経済産業省九州経済産業局との連携）

福祉関係事業者や医療関係事業者等から、ICTの導入検討や課題についてヒアリング等により把握し、九州総
合通信局や九州経済産業局にその内容等を伝達し、各省の関連施策等を活用した支援策の検討を行う。

○ 自治体や福祉関係事業者等が抱えている課題などをヒアリング等により把握し、他省庁（国土交通省、農林水
産省、 ḭ ）の地方支分部局と連携し情報共有等を行うとともに、厚生労働省及び他省庁の関連
施策等を活用した支援策の検討などのマッチング支援を行う。

マッチング支援事業(他省庁との連携)
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居住支援（政策クラフトルームの開催）

○ 平成30年度より、九州地方整備局と連携して、市町村等での連携政策づくりを応援する「『地域

包括ケア等×住宅建築ストック』政策クラフトルーム」を企画。

○ 令和元年度より、沖縄県を所管する内閣府沖縄総合事務局とも連携し、同様の取組を企画。

○ これまでに６回開催し、７自治体が参加、具体的なディスカッションを開始。

＜「地域包括ケア等 × 住宅建築ストック」政策クラフトルーム＞

【参加自治体】 大牟田市・大川市・うきは市・基山町・長崎市・那覇市・嘉手納町

【参 加 者】 自治体の福祉部局・住宅部局の職員等（約40名）

【開 催 実 績】 平成30年10月、平成31年１月、平成31年３月、令和元年７月、令和元年11月、

令和２年１月の計５回

（現在は、新型コロナ感染拡大のため中断）

＜クラフトルーム当日の様子＞
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居住支援（自治体支援についての連携）

○ 居住支援をテーマとした市町村セミナーを開催し、自治体の課題の共有・取組の共有・グループ

ワーク等を実施。

○ これまでに２回開催。居住支援は、住宅部局を所管する国土交通省が主体となって取り組んでい

るが、厚生労働省においては福祉部局の生活支援の観点から今後も積極的な連携に努め、自治体支

援を展開。

＜地域共生セミナー（居住支援）の開催実績＞

【参 加 者】 市町村の地域包括ケア担当・地域共生担当・住宅部局担当職員等、市町

村社会福祉協議会職員のほか、県・県社会福祉協議会・関係団体等も参

加

【開 催 実 績】 令和２年12月、令和４年２月の計２回開催。

令和２年12月は市町村34名・県２名・関係団体等８名の参加。

＜福岡市でのセミナー（居住支援）の様子＞（令和２年度開催）
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